
　
　
　

佐
藤 

吾
郎
教
授　

略
歴

一
九
六
三
年
二
月
一
四
日　

東
京
都
生
ま
れ

一
九
八
二
年
四
月　
　
　
　

早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
政
治
学
科
入
学

一
九
八
七
年
三
月　
　
　
　

早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
政
治
学
科
卒
業

一
九
八
七
年
四
月　
　
　
　

早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
修
士
課
程
入
学

一
九
九
〇
年
三
月　
　
　
　

早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
（
政
治
学
修
士
）

一
九
九
〇
年
四
月　
　
　
　

上
智
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
入
学

一
九
九
三
年
三
月　
　
　
　

上
智
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学

一
九
九
三
年
四
月　
　
　
　

上
智
大
学
法
学
部
助
手

一
九
九
五
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
法
学
部
助
教
授

一
九
九
八
年
四
月
～
二
〇
〇
〇
年
三
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
法
科
大
学
院
客
員
研
究
員

二
〇
〇
八
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

二
〇
一
五
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
副
研
究
科
長

二
〇
一
九
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
研
究
科
長

二
〇
二
三
年
四
月　
　
　
　

国
立
大
学
法
人
岡
山
大
学
副
理
事
（
法
務
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
担
当
）

二
〇
二
六
年
三
月　
　
　
　

岡
山
大
学
退
職

　

743

三
九
五



主
要
業
績
目
録

　
著
　
　
書

「
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
相
互
取
引
規
制
」

上
智
法
学
論
集
第
三
六
巻
第
一
・
二
合
併
号

一
九
九
二
年
一
〇
月

「
証
券
取
引
法
上
の
不
当
性
に
つ
い
て
―
損
失
補
て
ん
問
題

を
契
機
と
し
て
―
」

上
智
法
学
論
集
第
三
八
巻
第
一
号

二
〇
〇
七
年　

四
月

「
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
相
互
取
引
規
制
に
つ
い
て
」

日
本
経
済
法
学
会
年
報
第
四
〇
号

一
九
九
七
年
一
〇
月

「
系
列
取
引
規
制
に
関
す
る
若
干
の
考
察
―
持
ち
株
会
社
解

禁
を
契
機
と
し
て
―
」

上
智
法
学
論
集
第
四
一
巻
第
四
号

一
九
九
八
年　

三
月

「
歯
科
医
師
会
に
よ
る
広
告
制
限
と
簡
略
化
さ
れ
た
合
理
の

原
則
―
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
歯
科
医
師
会
事
件
連
邦
高
裁
判

決
を
中
心
に
―
」

奥
島
孝
康
ほ
か
編
『
独
占
禁
止
法
と
競
争
政
策
の

理
論
と
展
開
』（
正
田
彬
先
生
古
稀
祝
賀
）

一
九
九
九
年
一
二
月

「
再
販
売
価
格
の
拘
束
・
適
用
除
外
制
度
」

日
本
経
済
法
学
会
編
『
独
禁
法
の
理
論
と
展
開

［
２
］』

二
〇
〇
二
年
一
〇
月

「
日
本
競
争
法
に
お
け
る
「
公
正
競
争
」
概
念
に
つ
い
て
」

小
川
正
雄
・
高
橋
岩
和
編
『
ア
ジ
ア
の
競
争
法
と

取
引
法
制
』

二
〇
〇
五
年　

四
月

「
共
同
・
単
独
の
取
引
拒
絶
に
対
す
る
規
制
」

公
正
取
引
六
八
一
号

二
〇
〇
七
年　

七
月

「
Ｉ
Ｔ
関
連
事
業
に
お
け
る
国
際
執
行
協
力
」

根
岸
哲
・
川
濱
昇
・
泉
水
文
雄
『
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

市
場
に
お
け
る
技
術
と
競
争
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ

ス
』

二
〇
〇
七
年　

八
月

「
医
療
機
能
情
報
提
供
制
度
の
展
望
と
課
題
―
地
域
医
療
体

制
に
お
け
る
役
割
―
」

臨
床
法
務
研
究
第
三
号

二
〇
〇
七
年　

九
月
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「
地
域
医
療
提
供
体
制
に
お
け
る
連
携
と
競
争
に
関
す
る
法

的
考
察
」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
六
三
巻
第
三
号

二
〇
一
四
年　

三
月

「
地
方
に
お
け
る
組
織
内
弁
護
士
養
成
・
継
続
教
育
―
岡
山

大
学
法
科
大
学
院
弁
護
士
研
修
セ
ン
タ
ー
（O

A
T

C

）
構
想

―
」

臨
床
法
務
研
究
第
一
三
号

二
〇
一
四
年　

七
月

「
地
域
医
療
介
護
提
供
体
制
構
築
に
関
す
る
一
考
察
；
連
携
、

競
争
、
公
私
協
働
」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
六
四
巻
第
三
・
四
合
併

号

二
〇
一
五
年　

三
月

「
地
域
医
療
法
人
の
連
携
促
進
に
伴
う
競
争
政
策
上
の
課
題

―
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
制
度
を
中
心
に
―
」

金
井
貴
嗣
ほ
か
編
『
経
済
法
の
現
代
的
課
題
（
舟

田
正
之
先
生
古
稀
祝
賀
）』

二
〇
一
七
年　

五
月

「
医
療
分
野
に
お
け
る
競
争
法
と
消
費
者
」

日
本
経
済
法
学
会
年
報
第
四
〇
号

二
〇
一
九
年　

九
月

Com
petition and Cooperation: Building a Sustainable 

H
ealthcare D

elivery System
 in a Society w

ith a 
D

eclining Population

N
egishi A

kira and others （eds

） Com
petition 

Law
 and Policy in the Japanese 

Pharm
aceutical Sector （Springer

）

二
〇
二
二
年　

二
月

「
持
続
可
能
な
医
療
提
供
体
制
の
構
築
と
競
争
政
策
―
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
を
契
機
と
し
て
―
」

土
田
和
博
ほ
か
編
『
現
代
経
済
法
の
課
題
と
理
論

金
井
貴
嗣
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』

二
〇
二
二
年　

二
月

「
措
置
命
令
及
び
課
徴
金
納
付
命
令
の
現
状
と
課
題
」
―
特

集　

景
品
表
示
法
を
め
ぐ
る
近
時
の
重
要
論
点

法
律
の
ひ
ろ
ば
七
六
巻
六
号

二
〇
二
三
年　

八
月

「
独
占
禁
止
法
の
消
費
者
保
護
機
能
と
景
品
表
示
法
」

佐
賀
大
学
経
済
論
集
第
五
七
巻
第
二
・
三　

合
併

号

二
〇
二
五
年　

三
月
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判
例
評
釈
そ
の
他

「
化
粧
品
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
再
販
売
価
格
維
持
行
為
―
資

生
堂
同
意
審
決
事
件
―
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
九
一
号
（
平
成
七
年
度
重
要
判
例

解
説
）

一
九
九
六
年　

八
月

「
購
入
価
格
の
建
値
の
決
定
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
一
号
（
独
禁
法
審
決
・
判
例

百
選
（
第
五
版
））

一
九
九
七
年　

三
月

「
製
品
の
国
内
向
け
及
び
輸
出
向
け
出
荷
価
格
の
決
定
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
一
号
（
独
禁
法
審
決
・
判
例

百
選
（
第
六
版
））

二
〇
〇
二
年　

三
月

「
卸
売
業
者
に
よ
る
小
売
業
者
に
対
す
る
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト

の
抱
合
せ
販
売
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
一
六
号

二
〇
〇
二
年　

三
月

「
入
札
談
合
の
合
意
と
一
定
の
取
引
分
野
―
福
岡
市
造
園

工
事
談
合
事
件
―
」公
取
委
審
判
審
決
平
成
13
・
９
・
12

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
四
三
号

二
〇
〇
三
年　

四
月

「
有
力
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
不
当
な
取
引
妨

害
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
八
二
号

二
〇
〇
五
年　

一
月

「
入
札
談
合
に
お
け
る
相
互
拘
束
と
一
定
の
取
引
分
野
―

警
視
庁
発
注
交
通
弱
者
感
応
化
等
工
事
入
札
談
合
事
件

（
公
取
委
平
成
18
・
３
・
８
審
判
審
決
）」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
四
三
号

二
〇
〇
七
年
一
〇
月

「
通
信
カ
ラ
オ
ケ
事
業
者
に
よ
る
競
争
者
に
対
す
る
取
引

妨
害
―
公
取
委
審
判
審
決
平
成
21
・
２
・
16
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
八
二
号

二
〇
〇
九
年　

七
月

「
表
計
算
ソ
フ
ト
と
他
の
ソ
フ
ト
の
抱
合
せ
販
売
（
日
本

マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
抱
合
せ
販
売
事
件
）」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
九
号
経
済
法
判
例
・
審
決
百

選

二
〇
一
〇
年　

四
月

「
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
カ
ル
テ
ル
と
課
徴
金
―
西
日
本
鉄

道
事
件
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
四
〇
号
（
平
成
二
三
年
度　

重
要

判
例
解
説
）

二
〇
一
二
年　

四
月
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「
携
帯
型
ゲ
ー
ム
機
用
液
晶
モ
ジ
ュ
ー
ル
価
格
カ
ル
テ
ル

事
件
―
シ
ャ
ー
プ
事
件
―
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
六
三
号

二
〇
一
四
年　

二
月

「
専
売
店
制
の
公
正
競
争
阻
害
性
［
東
洋
精
米
機
製
作
所

事
件
］」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
四
号
（
経
済
法
判
例
審
決
百

選
（
第
二
版
））

二
〇
一
七
年
一
〇
月

「
事
業
者
団
体
に
よ
る
入
会
拒
否
を
通
じ
た
事
業
者
の
数

の
制
限
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
三
一
号
（
平
成
三
〇
年
度
重
要
判

例
解
説
）

二
〇
一
九
年　

四
月

「
景
品
表
示
法
に
基
づ
い
て
初
め
て
行
わ
れ
た
課
徴
金
納

付
命
令
―
消
費
者
庁
課
徴
金
納
付
命
令
平
成
29
・
１
・

27
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
三
七
号

二
〇
一
九
年
一
〇
月

「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
通
信
販
売
事
業
者
の
二
重
価
格
表

示
に
対
す
る
景
品
表
示
法
に
基
づ
く
措
置
命
令
取
消
訴
訟

判
決
―
「A

m
azon

事
件
」
令
和
二
年
一
二
月
三
日
東

京
高
裁
判
決
―
」

公
正
取
引
八
五
七
号

二
〇
二
二
年　

三
月

「
二
重
価
格
表
示
の
有
利
誤
認
表
示
該
当
性
―
大
阪
地
判

令
和
３
・
４
・
22
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
八
三
号
（
令
和
四
年
度
重
要
判
例

解
説
）

二
〇
二
三
年　

四
月

「
専
売
店
制
の
公
正
競
争
阻
害
性
［
東
洋
精
米
機
製
作
所

事
件
］」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
六
八
号
（
経
済
法
判
例
審
決
百

選
（
第
三
版
））

二
〇
二
四
年　

八
月

「
入
札
談
合
の
場
合
の
「
当
該
商
品
又
は
役
務
」」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
六
八
号
（
経
済
法
判
例
審
決
百

選
（
第
三
版
））

二
〇
二
四
年　

八
月

「
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
告
示
に
基
づ
い
て
初
め
て

行
わ
れ
た
措
置
命
令
―
医
療
法
人
社
団
祐
真
会
事
件（
消

費
者
庁
措
置
命
令
令
和
６
・
６
・
６
）」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
〇
六
号

二
〇
二
五
年　

二
月
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そ
　
の
　
他

「「
独
占
禁
止
法
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
」　

平
成
一
三

年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
」

日
本
経
済
法
学
会
年
報
第
四
五
号

二
〇
〇
二
年　

九
月

「
独
占
禁
止
法
一
年
の
動
き
」

日
本
経
済
法
学
会
第
四
六
号

二
〇
〇
三
年　

九
月

座
談
会　

佐
藤
吾
郎
、
白
石
忠
志
、
山
口
由
紀
子
、
小
林

渉
　

最
近
の
景
品
表
示
法
違
反
事
件
を
め
ぐ
っ
て

公
正
取
引
八
三
〇
号

二
〇
一
九
年
一
二
月

座
談
会　

岩
本
諭
、
佐
藤
吾
郎
、
白
石
忠
志
、
片
桐
一
幸

　

最
近
の
景
品
表
示
法
違
反
事
件
を
め
ぐ
っ
て

公
正
取
引
八
四
二
号

二
〇
二
〇
年
一
二
月

座
談
会　

岩
本
諭
、
佐
藤
吾
郎
、
白
石
忠
志
、
片
桐
一
幸

　

最
近
の
景
品
表
示
法
違
反
事
件
を
め
ぐ
っ
て

公
正
取
引
八
五
三
号

二
〇
二
一
年
一
一
月

座
談
会　

岩
本
諭
、
佐
藤
吾
郎
、
白
石
忠
志
、
片
桐
一
幸

　

最
近
の
景
品
表
示
法
違
反
事
件
を
め
ぐ
っ
て

公
正
取
引
八
六
三
号

二
〇
二
二
年　

九
月

座
談
会　

中
川
丈
久
、
片
岡
克
俊
、
佐
藤
吾
郎
、
白
石
忠

志
、
染
谷
隆
明

　

景
品
表
示
法
の
改
正
お
よ
び
運
用
改
善
に
つ
い
て

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
八
七
号

二
〇
二
三
年　

八
月

座
談
会　

佐
藤
吾
郎
、
白
石
忠
志
、
真
渕
博

　

最
近
の
景
品
表
示
法
違
反
事
件
を
め
ぐ
っ
て

公
正
取
引
八
七
七
号

二
〇
二
三
年
一
一
月

座
談
会　

カ
ラ
イ
ス
コ
ス
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
、
佐
藤
吾
郎
、

白
石
忠
志
、
真
渕
博

　

最
近
の
景
品
表
示
法
違
反
事
件
を
め
ぐ
っ
て

公
正
取
引
八
八
七
号

二
〇
二
四
年　

九
月
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座
談
会　

カ
ラ
イ
ス
コ
ス
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
、
佐
藤
吾
郎
、

白
石
忠
志
、
田
中
久
美
子

　

最
近
の
景
品
表
示
法
違
反
事
件
を
め
ぐ
っ
て

公
正
取
引
九
〇
〇
号

二
〇
二
五
年
一
〇
月
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